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全世代型社会保障制度の実現に向けて 

 

 

 国においては、全世代型社会保障検討会議を設置し、少子高齢化と同時

にライフスタイルが多様となる中で、人生 100年時代の到来を見据えなが

ら、社会保障全般にわたる持続可能な改革の検討がなされ、令和２年 12月

に「全世代型社会保障改革の方針」が定められたところである。 

社会保障は、国の制度と地方における取組が一体となってサービスが提供

されており、持続可能な社会保障制度の構築のためには、国と地方が信頼関

係を保ち、それぞれの適切な役割分担の下で、互いに協力しながら取組を進

めていかなければならない。 

地方と方向性を共有し、地域の実情に応じた実効性のある施策が推進され

るよう、次の事項について強く要請する。 
 

 

１ 地域医療の確保 

 

（１）厚生労働省は全国一律の基準による分析のみで、地域の個別事情を踏

まえずに再編統合等の再検討を求めているが、地域医療構想の実現など

地域医療の確保については、新型コロナウイルス感染症への対応を踏ま

えた医療提供体制を確立する上でも、個々の病院及び地域の個別事情を

十分踏まえて慎重に検討しなければならない。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応において、公立・公的医療

機関の存在・重要性が再認識されたところである。このため、再検証等

の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め方については、改めて

工程が示されることとなっており、検討にあたっては、地方の意見や新

型コロナウイルス感染症対策を優先せざるを得ない地方の実情を十分に

踏まえ、一律の基準や無理なスケジュールを地方に押し付けないこと。

併せて、地域医療構想に基づく改革を行うにあたり、民間病院との役割

分担等も含め、地方とも丁寧に協議をしながら実効性のある支援を進め

るとともに、それぞれの地域の実情に応じて創意工夫できるよう十分な

財政的支援措置を講じること。 

 

（２）医師確保対策の推進については、新型コロナウイルス対策により医療

人材がひっ迫していることに加え、医師の地域偏在、診療科偏在が依然

続いていることや、医師の働き方改革の推進に伴い地域医療へ大きな影

響が想定される。地方の医師不足は、人口の多寡のみならず地理的条件

等によって状況は大きく異なり、全国一律の基準や指標に基づく取組だ
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けで解決するものではない。単純に医師の需給推計や偏在指標により、

地方での医師確保の努力や取組を毀損し、制限する政策の実行は適当で

ないことから、国が主体的に地域の実態を十分に踏まえた対策を行うこ

と。 

特に、必要な医師が十分に確保されたことが客観的に検証されるまで

現在の臨時定員枠の確保による地域枠の措置を継続するとともに、臨時

定員による増員について、国が新たに示した地域枠の定義を満たすこと

を一律に求めることなく、地域の実情に応じた取組ができるようにする

こと。併せて、医師養成のための奨学金制度運用に必要な財源の充実な

どを支援すること。 

また、新専門医制度における専攻医募集定員のシーリングは、医師の

絶対数が少ない地方への設定をしないこと。専門医の地域での受け入れ

を促進するため、地方財政措置を含めた仕組みづくりを行うこと。 

臨床研修募集定員の新たな算定方法では、定員数が大幅に減少する地

域も存在することから、医師偏在を助長することのないよう引き続き地

域の実情に応じた調整を行うこと。 

 

（３）地域あるいは医療機関毎に異なる課題があり、各々の実情に応じて創

意工夫できる仕組みが必要であることから、国において地域医療介護総

合確保基金の十分な予算を確保するとともに、事業区分間の額の調整が

できるよう柔軟な運用を認めること。また、医療提供体制推進事業費補

助金についても、地域において良質な医療を提供するために必要不可欠

であることから、事業執行に支障を生ずることなく安定的な実施ができ

るよう十分な予算を確保すること。 

    

 

２ 持続可能な社会保障制度の確立 

 

（１）社会保障制度の総合的かつ集中的な改革については、医療保険制度の財

政基盤の安定化、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の構

築、少子化対策の充実等を図り、国民が将来を託しうる持続可能な社会保

障制度を確立すること。 

 

（２）国民健康保険制度改革については、今後の着実な実施に向けて、国民健

康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議（国保基盤強化協議会）に

おける合意に基づく必要な財源を確保すること。また、都道府県において

安定的に国民健康保険の財政運営ができるよう十分に検証し、必要に応

じて措置を講じること。 
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さらに、国民健康保険制度の抱える構造的な問題の抜本的な解消に向

け、国庫負担金の負担率を引き上げるなど国が責任を持って今後の医療

費の増嵩にも耐えうる財政基盤の確立を図り、持続可能な制度の確立と

国民の保険料負担の平準化に向けて、地方と協議しながら様々な財政支

援の方策を講じること。また、子どもや障害者の医療費助成などの地方単

独事業に係る国民健康保険の国庫負担金等の減額措置については、全面

的に廃止すること。 

 

 

３ 健康づくりの推進、高齢化社会・共生社会への対応 

 

（１）健康増進・疾病予防対策の推進として、地方公共団体や医療保険者、

健康づくり関係団体等が実施する普及啓発活動、健康教育等の健康づく

り事業に対する財源措置を図ること。 

ワクチン接種により予防できる病気にかからないようにするため、速

やかに、おたふくかぜ及び帯状疱疹を予防接種法の対象として定期接種

とすること。 

インフルエンザワクチンについて、感染及び重症化の予防を目的とし

た定期接種化を目指して、引き続きワクチンの有効性について調査研究

を実施すること。 

生活習慣病の早期発見及び重症化予防のため、特定健康診査及び後期

高齢者健康診査における心電図及び血清クレアチニン検査を必須の健診

項目にすること。 

 

（２）がん予防・早期発見の推進として、効果的・効率的な受診勧奨を実施

するために、特定健診と同様に、検診実施者の役割や検診対象者等を含

む「がん検診の実施範囲」について、がん対策基本法に検診実施主体を

明記するなど、法的に明確に位置付けること。また、検診実施者間の情

報共有が可能となるよう、法整備を行うこと。 

 

（３）子宮頸がんの予防については、若い世代のがん検診の受診促進と、エ

ビデンスに基づくワクチン接種に関する正しい知識の普及をあわせて行

うことが効果的であることから、ＷＨＯの声明や世界の潮流を踏まえ、

これまでの研究に基づく知見に関する情報発信をするとともに、それら

を踏まえた予防接種の在り方の検討に積極的に取り組み、科学的なエビ

デンスに基づく対応を行うこと。併せて都道府県の取組に対する専門

的・技術的支援を行うこと。 
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（４）介護人材の確保のため、介護施設で働く常勤介護職員の平均給与が依

然として全産業の平均給与に届いていない状況も踏まえ更なる処遇改善

を進めるとともに、介護職員の業務軽減や生産性向上のための介護ロボ

ットやＩＣＴ機器の導入に関する補助上限の引き上げなど介護事業者へ

の支援をさらに強化すること。 

また、共生社会を支える障害福祉人材についても、介護人材と同様に

処遇改善や業務軽減等を進めること。 

 

（５）主として知的障害児に対し支援を行う福祉型障害児入所施設における

職員の配置基準について、令和３年度報酬改定において引き上げの措置

がなされたが、未だ実態とは大きな乖離があるため、基準を上回る手厚

い職員配置をした場合の加算について、障害者の配置加算に準じて創設

すること。また、障害児の報酬単価は、障害者と比べ著しく低い設定と

なっていることから、算定構造の見直しも含めた改善を行うこと。 

 

 

４ 次世代を担う人づくり 

 

（１）すべてのライフステージにわたって、住民の個性と能力が最大限に発揮

され、一人ひとりが「輝く」地域社会を創造していくため、地方における

人材育成・確保に必要な施策を検討し、地方の一般財源総額を確保すると

ともに、新たな交付金の創設も含めた「人づくり革命」のための財政措置

を講じること。 

 

（２）若者が、それぞれのライフプランを描き、希望を叶え、安心して結婚し、

妊娠・出産、子育てができるよう、社会全体で結婚や子育てを応援する気

運の醸成を図るとともに、必要な財源措置を講じること。また、男女がと

もに子育てしながら働き続けられる社会づくりを促進するため、時間単

位年次有給休暇など柔軟な労働時間制度の導入促進などに取り組むこと。 

 

（３）待機児童を解消するために、保育士等の抜本的な処遇改善や就労環境の

向上など保育士確保策や保育の受け皿の整備拡大を着実に進めるととも

に、「森のようちえん」をはじめ多様な幼児教育・保育を実践する施設に

ついて、新たに認可（又は登録）制度を創設し、施設を利用する世帯につ
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いても、保育の必要性を問うことなく国の幼児教育・保育無償化の対象と

すること。また、家庭で保育を行う世帯や就学期の児童・生徒も含めた、

子育てに係る経済的負担の軽減を図ること。 

 

（４）子どもの健全育成に資する放課後の居場所を確保し、仕事と子育てを両

立するための子育て環境整備をさらに進めるため、放課後児童クラブの

施設整備の補助基準額の増額や社会福祉法人等が整備する場合の補助率

の拡充による財政支援のほか、放課後児童支援員の認定資格研修に係る

受講要件の緩和など、放課後児童クラブの充実に必要な措置を講じるこ

と。 

 

（５）不妊治療費について、政府は令和４年４月から保険適用を目指している

が、保険適用とする治療については幅広く対象とすること。また、保険適

用外となる治療も含め、不妊に悩み治療を受ける方の経済的支援を図る

こと。さらに、不妊治療のための休暇制度の導入促進等の理解の醸成をよ

り一層進めること。 

 

（６）母子保健法の改正により、令和３年度から産後ケア事業が市町村の努力

義務となり、対象者も「出産後１年を経過しない女子及び乳児」に拡大さ

れたため、ニーズが増加することが見込まれる。産後ケアを行う医療機関

や助産所の受け皿拡大や提供サービスの充実を図るため、技術的助言や

財政支援を講じること。 

 

（７）子どもの貧困対策や子どもの居場所づくり、児童虐待・DVへの対応な

ど困難な環境にある子どもに対して地方の実情に応じて行う取組へ支援

を行うこと。 

 

  令和３年５月２６日 

 

             中 国 地 方 知 事 会 

 

 

               鳥取県知事 平 井 伸 治 

               島根県知事 丸 山 達 也 
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               岡山県知事 伊原木 隆 太 

               広島県知事 湯 﨑 英 彦 

               山口県知事 村 岡 嗣 政 


